
　生活習慣病予防のための特定健診（国民健康保険加入者対象）、ぎふ・すこやか健診（後期高齢者
医療保険加入者対象）を実施します。対象者の方には7月下旬に受診券を郵送しますので、この機会に
ぜひ受診し、健康チェックをしましょう。

なお、次に該当する方は受診できません。

８月１日（火）～１０月３１日（火）   
 　　　 健診によって検査項目が違います。   

①妊産婦の方　②長期（6か月以上）入院の方　③国民健康保険から他の医療保険に変わった方
④勤務先の健診や人間ドックを受診した方、また受診する予定の方
　（受診された場合は、受診状況の確認のため、健診結果の提出にご協力をお願いします。）

　４月から、国民健康保険に加入している方を対象に人間ドック受診費用の助成を行っています。
人間ドック受診費用の助成を受ける方は、特定健診を受診することができませんのでご注意ください。
人間ドック受診費用の助成の詳しい内容は住民課にお問合せください。

国民健康保険の加入者で、平成29年度中に40歳になる方から平成29年8月31日時点で74歳の方
（昭和17年9月1日～昭和53年3月31日生まれの方）
（被用者保険（注1）など他の医療保険加入者は受診できません）

特定健診

ぎふ・
すこやか
健診

後期高齢者医療保険加入者で、平成29年8月31日時点で75歳以上の方
（昭和17年8月31日以前に生まれた方）
（一定の障がいがあり広域連合の認定を受けている場合は65歳以上の方）

◎特定健診の自己負担金が年齢にかかわらず、500円になりました。◎特定健診の自己負担金が年齢にかかわらず、500円になりました。

《対象者》《対象者》

《実施期間》《実施期間》
《健診内容・自己負担金》《健診内容・自己負担金》

◎人間ドック受診費用の助成がはじまりました。◎人間ドック受診費用の助成がはじまりました。

特定健診、ぎふ・すこやか健診を受けましょう

変更になりました変更になりました

40～69歳　1,800円
70～74歳　   900円 40～74歳　   500円

（注１）被用者保険・・・協会けんぽ・健康保険組合・船員保険・共済組合の公的医療保険の総称 

平成
28年度

平成
29年度

検査項目 特定健診 ぎふ・すこやか健診
問診 ○ ○

身体計測・BMI ○ ○
腹囲測定 ○ ×
血圧測定 ○ ○
理学的検査 ○ ○
尿検査 ○ ○
血中脂質 ○ ○
肝機能 ○ ○

ヘモグロビンA1c ○ ○
クレアチニン ○ ○
血清アルブミン × ○

心電図
医師の判断により実施

医師の判断により実施
貧血 ○
眼底検査 ×

血糖（グルコース） ○ ×
尿酸 ○ ×

自己負担金 500円 500円
※受診する医療機関の窓口でお支払いください。

※血液検査を行いま
すので、食事をと
らずに検査を受け
てください。
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